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衆
議
院
議
員
高
市
早
苗
君
提
出
除
染
に
伴
っ
て
発
生
す
る
土
壌
・
廃
棄
物
の
「
仮
置
場
」
の
現
状
等
に
関
す
る
質
問
に

対
す
る
答
弁
書

一
の
�
か
ら
�
ま
で
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
現
時
点
で
は
、
御
指
摘
の
「
仮
置
場
に
お
け
る
フ
レ
コ
ン
バ
ッ
グ
の
破
損
と
汚
染
土
壌
の
露
出
」
の
状

況
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
。

ま
た
、
現
時
点
で
は
、
当
該
状
況
に
関
す
る
調
査
を
実
施
す
る
予
定
は
な
い
が
、
平
成
二
十
三
年
十
二
月
十
四
日
に
環
境

省
が
策
定
し
た
「
除
染
関
係
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
（
以
下
単
に
「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
と
い
う
。
）
等
に
沿
っ
て
、
汚
染
土
壌
及

び
廃
棄
物
（
以
下
「
汚
染
土
壌
等
」
と
い
う
。
）
を
保
管
す
る
者
が
、
当
該
汚
染
土
壌
等
を
飛
散
及
び
流
出
さ
せ
る
こ
と
な

く
適
切
に
保
管
す
る
よ
う
、
地
方
公
共
団
体
等
に
対
し
て
、
周
知
徹
底
し
て
ま
い
り
た
い
。

一
の
�
に
つ
い
て

汚
染
土
壌
等
を
保
管
す
る
者
に
お
い
て
、
汚
染
土
壌
等
の
保
管
場
所
に
搬
入
す
る
際
に
当
該
汚
染
土
壌
等
が
飛
散
及
び
流

出
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
適
切
に
容
器
等
が
選
択
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
が
、
御
指
摘
の
と
お
り
、
フ
レ
キ
シ
ブ
ル

コ
ン
テ
ナ
等
の
容
器
を
仮
置
場
に
数
年
間
置
い
た
場
合
、
経
年
劣
化
等
の
影
響
で
、
つ
り
上
げ
等
の
際
に
破
損
す
る
お
そ
れ

一



が
あ
る
こ
と
は
認
識
し
て
お
り
、
容
器
を
仮
置
場
か
ら
移
動
す
る
際
に
は
、
容
器
内
の
汚
染
土
壌
等
が
飛
散
及
び
流
出
す
る

こ
と
が
な
い
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
採
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

一
の
�
及
び
�
、
二
並
び
に
四
の
�
に
つ
い
て

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
放
出
さ
れ
た

放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
二
条
第
四
項
に

規
定
す
る
除
去
土
壌
（
以
下
単
に
「
除
去
土
壌
」
と
い
う
。
）
の
保
管
の
際
に
は
、
同
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
三
年
環
境

省
令
第
三
十
三
号
）
第
五
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
除
去
土
壌
が
飛
散
及
び
流
出
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
容
器
に
保
管
す

る
等
必
要
な
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
コ
ン
テ
ナ
に
つ
い
て
は
、
広
く
除
去

土
壌
の
保
管
の
際
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
等
か
ら
、
そ
の
活
用
に
つ
い
て
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て
例
示
し
た
も
の
で

あ
る
が
、
除
去
土
壌
を
保
管
す
る
者
に
お
い
て
、
当
該
除
去
土
壌
が
飛
散
及
び
流
出
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
適
切
な
容
器

に
保
管
す
る
等
必
要
な
措
置
を
採
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

除
去
土
壌
を
保
管
す
る
容
器
の
購
入
費
用
に
つ
い
て
は
、
「
放
射
線
量
低
減
対
策
特
別
緊
急
事
業
費
補
助
金
」
に
よ
る
補

二



助
の
対
象
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

除
去
土
壌
の
仮
置
場
と
し
て
使
用
す
る
土
地
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋

沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
措

置
法
施
行
規
則
第
五
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
放
射
性
物
質
の
飛
散
及
び
流
出
防
止
の
観
点
か
ら
、
除
去
土
壌
を
保
管
す
る

者
は
、
必
要
に
応
じ
、
底
面
に
遮
水
シ
ー
ト
を
敷
く
等
の
措
置
を
採
る
こ
と
等
と
し
て
お
り
、
除
去
土
壌
に
よ
っ
て
当
該
土

地
が
汚
染
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
基
本
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
な
お
、
保
管
期
間
が
終
了
し
除
去
土
壌
を
撤
去
し

た
後
、
仮
置
場
の
跡
地
が
除
去
土
壌
に
よ
り
汚
染
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
、
仮
に
汚
染
さ
れ
て
い
た
場
合
に
は
、
除

去
土
壌
を
保
管
し
た
者
は
、
汚
染
さ
れ
た
土
地
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖

地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
措
置

法
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
除
染
等
の
措
置
等
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
の
�
に
つ
い
て

除
去
土
壌
の
保
管
の
際
に
使
用
す
る
容
器
に
つ
い
て
は
、
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
コ
ン
テ
ナ
を
含
む
各
種
容
器
に
関
す
る
情
報
を

三



収
集
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
新
た
な
知
見
が
得
ら
れ
た
場
合
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
へ
の
記
載
等
を
検
討

し
て
ま
い
り
た
い
。

四
の
�
か
ら
�
ま
で
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
環
境
省
に
お
い
て
検
討
中
で
あ
り
、
現
時
点
で
明
確
に
お
示
し
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

四
の
�
に
つ
い
て

除
染
技
術
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
二
日
に
内
閣
府
原
子
力
被
災
者
生
活
支
援
チ
ー
ム
が
策
定
し
た

「
除
染
技
術
カ
タ
ロ
グ
」
に
お
い
て
公
表
し
、
そ
の
普
及
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
同
カ
タ
ロ
グ
に
お
い
て
は
、
独

立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
が
実
証
実
験
を
行
っ
た
学
校
の
プ
ー
ル
の
除
染
に
関
す
る
技
術
を
例
示
し
て
い
る
。

四


